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研究ノート

エンタテイメント・ビジネスと著作権制度の交錯点に係る一考察

～エンタテイメント・スト…リ｝の模倣と再創の狭間で～

Elemεnts of Copyright Protection in Entertainment Assets : the Expression Idea 
Dichotomy and Unprotεctable Story Parts 

児玉撤

KoDAMA Toru 

This paper analyzes one of the most important rules of 

copyright law relating to the produce of entertainment 

stories -the idea/expression dichotomy. This rule 

means that copyright law protects the expression of 

ideas, not the ideas themselves. That is, copyright 

law does not preclude others from using the ideas 

revealed by the author's work. 

The line between idea and expression, however, is 

rarely an easy one to draw. At stake is whether the 

copyright monopoly will extend too far and stifle 

creativity by preventing later artists from making use 

of ideas that came before them. Of particular 

concern is whether copyright precludes use of 

dramatic and memorable scenes and characters in 

later stories whose overall themes and feel a問中1ite

different. 

This paper attempts to clarify how to prevent this 

intellectual stagnation by comparing various legal 

tests expressed by the courts in some critical cases in 

the context of the idea/expression divide. 

1 ＇はじめに ～エンタテインメント z ビジネスの波及

効患と著作権制度～

1-1.エンタテインメント・ビジネスの設業効薬

映画やテレピドラマ、演劇といったことンタテインメン

ト・コンテンツ 1を機轄としたピジネス、つまり「エン

タテインメント・ビジネスj は、別名 f物語ビジネスj

とも表現されるとおり、「如何にして魅力的な

こにンタテインメント・スト…リー）を倉せり

かj が、勝敗の分かれ道となる 20

ヂィズニーの数々のアニメ映画や世界的に大旋風を巻

き起こしている「ハリーポッターJシリーズ、そして日

本のコンテンツビジネスの最も成功した例として注目さ

れる fポケよそン」のケース 3に控及するまでもなく、

トーリーをもっコンテンツを説作でき

される独患の「世界観」を機軸として、

テレピ放映及びインタ…ネット配信、演劇、アニメ、

そ

ゲーム、キャラグタ…高品、出版、音楽ソアト、テ

ーマパークといったγ ノレチウインドウ型の展開によって、

様々な経務的・文化的波及効果のボーダーレスな広がり

を期待できるのである（図 1

このよう ンタテインメント・コンテ

「よいコンテンツ（のストーリー）はよし

るJという考え方がある。別の言し

fごにンタテインメント・こコンテ

効果は、 ンド戦略と結びつき

こともできょう。アメジカ

1 とする

ち r1rade

Follows the Film （繋易は映画に続く）」というスロ

ガンのもと、米国映画を活舟した文化輸出、産業、

してきたことは有名である。フランス

そのアメヲカに対する対抗意識から、 20世組半ばより、

ンター（C持C）を中核と

してきた。イギリスもブレア首相のもとで ICool 

間一イメント…と一町一門機仰27イー概lvol.5，叶 27I 



Britannica」 （「かっこいいイギリスJという意味）と

いうスローガンを掲げて、映画産業を含んだ幅広いクリ

エイティブ産業の輸出振興に国を挙げて取り組んでいる。

アジア地域においても、韓国は1998年に金大中（当時）

大統領が掲げた「文化大統領宣言」のもとに、映画産業

やゲーム産業の強化が図られおり、昨今日本に韓国テレ

ビドラマのブーム、いわゆる「韓流ブーム」を巻き起こ

したのは周知の事実である。最近は中国のテレビ局も、

中国製コンテンツを武器に、 日本市場への進出を窺って

いる 4。そして日本においても、小泉首相の直轄組織と

して設置された知財戦略本部が2004年4月に発表したレ

ポート 「コンテンツビジネス振興政策～ソフトパワー時

代の国家戦略～」 5にあるように、映画産業振興を重要

な国家戦略のひとつと位置づけて、様々な施策を打ち出

してきた。

そしてこれら世界各国のコンテンツ ビジネス振興政策

については、元ハーバー ド大学ケネディスクール学長の

ジョセフ ・ナイが冷戦構造崩壊後の新しい国家戦略の機

軸として提案した「ソフト・ パワー」 6という理論や、

2001年末のフォーリン・アフェアーズ誌に掲載されたべ

トロ ・ヴァン・ハムの「ブランド国家論」という考え方、

そしてフォーリ ン・ポリシー誌の 2002年 5/6月号に掲載

されたダグラス ・マッグレイの「GrossNational Cool」

7という考え方が論理的基盤を提供していることは、業

界関係者の間でよく知られている。

さらに、このような国家政策のレベルだ、けで、なく、企

業のマーケテイング／ブ。ロモーショ ン戦略という次元に

おいても、商品のブランドコンセプ トとエンタテインメ

ント ・コンテンツのストーリ ーを結びつけた「フ。ロダク

ト・プレースメント（別名 「プラ ンデッド・エンタテイ

ンメント」ともいう）という手法が注目を浴びているこ

とは、特筆すべきであろうに

このような文脈の中で、文化経済学の第一人者である

マコーリ一大学教授のデヴィット ・スロスピーがその代

表的な著書「文化経済学入門」の中で、「文化産業」を「著

作権産業」と位置づけながらその定義として示した「芸

術を中核に据えた同心円状のモデ、ノレ」、つまり「中心に芸

術活動があって、それ以外の産業はその周縁を形成する」

「そして、独創的なアイデアの活用がより広い生産の環

境に取り入れられることによって、さらに外側に広がっ

ていく」というモデル9は、函 1に示したエンタテイン

メント ・ビジネスの波及効果の本質を言い表すものとし

て、示唆に富んでいる。

図1エンタテインメント・ビジネスの波及効果
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1-2.エンタテインメント・ビジネスと著作権制産

さて一方で、図 1のよう

効果が持続されるためには、中核となるストーヲ

とその作品化（小説北・脚本化、接面化、アニメイヒ・
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現J
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いう「アイ
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どこまでが自由に

でき

間は、同時に、

利用できる

ない
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以下、

なのかl

込かことにもなる。

エンタテインメント・ストーリーの
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におけ 1て、簡

こととする。

2エン妻子インメント・ストーリーの模倣と碍舗の狭間で

2-1. ストーリーの構造とf模倣と再創jの緯京

しリどし可うことには2

ひとつは、ネタそのも

うひとつは、話

Jネタムつまり

ス（mythos）」といい、

に掛るか」〈物語表現）を

「ストーヲーが面白

1るとさ

白いということであり、も

いわゆる f物語論 11」によ

自いということである。前者の

を「ミュト

「話しゴゴムつまり「如何

ロキュ…ション（elocution）」

という。同じミュトスでも、エロキューショ

白くもつまちなくもなる。

ミュトスじおし

され、被害者が殺害さ して

るが、そのエ出犯人を当てて、 る

される、とされるのである。つまりごと訂キュー

ションは、雛賞者の心の動きを大きく揺さぶるように、

ストーり…のミュトスの要点を抜粋し、

業であるともいえる l2 0 

ンタテインメント・スト｝ヲーは、全く

しいものが生み出されてくるの誌犠で、ほとんどの

場合において、

エロキューショ

らかのストーリーのミュトスや

よれば、世界中のあちゆる ト

ロキューションにおいて、

されるという 13 0) 

ンタテインメント・ストーヲーのみに雷える

ことではなく、先カイロ大学教授のジャン＝ジュック・

とはまさ

一アン って、

ぎな創造のうえでオジ

し＼J fし1かなるテクストも別のテクスト
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あら

、。したがって、

ら鮮やかに示したように l5、く

地の多く

品にあてはまることである。

エンタテインメント・ビジネス

際に作品化、特iこ「挟酉化Jされるスト…リーは、「加の

を絞めたものであること

る剖がハリウッドであ号、まさに「ストーリ

として、ベストセラ ヒットしたミュージカ

語り

ら集めてきて、分かりやすくアレンジ

くして、アウトプットし

た、ある

し、

ていくというパター

国でヒット

そのまま利用する

イク・ヴァージョ

れてきている 17 0 

を力5えてリメ

ことも頻繁になさ

ストーリーは、

された後に、

されて、

限られた時間内（映闘の場合は 2

さぶる作品に加工されていく 18 0 

ヲ

ドホックごとパラダイム、

ッドセンター、＠ダッシュアップ、⑦クライマック

ス、③ニューコこどギニングの gつのブェーズに落とし込

られ

ット

くことのできる

ら、

者の心を振動させる仕掛けが施されたりする 20 0 

[3 

れほど明確でなく、多元的な幅値観会持ち、告然と

ような

そしてプレーパー但avor）の観点か

ロマンティック・エ

、、ZE
ro

 

－
 

nJ白、も

されたり、

さ

どをよち豊かに表現したり、

されていくのである。

り巻く背
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2-2.ストーリーの映冨化とアイヂア自由の票期

さて、いわゆる

は、以上のような、

ミュトス

から

とよニL

ら、

そしてエロキューショ

までの全

ツプメント（development）」

目標にするれわけであ

ヲーの

という）

るが、下

ション権）をオプション料と引き のが通

る23 0 

しか まサユ一ア と

ことなしに、単司又は複数の既存めスト

ロキューション手法に

して、ブ。ロットライタ

させることも多い。（もち

ろんこの場合、当該フ。口ットライターと

約を締結することにはなる）。

リーから、ミュトス

トーリーのミ

はュトスやエロキューションにおけ

、主主ゆ

患できるかちである。

この「アイヂア自指の原則jがあるからこそ、

自由 してき

中から外国た。

映璽に

ジ・ノレーカス

f穏

「スター・ウォーズj は、思薄明の

られたものであ

り24、スティーブン・スヒツレパー

ト・ライアンj はIA]じく

けている 25 0 またエドワード・ズウィック

トサムライj iこは、

f蓄しjといった映画の影響が色濃く残されているシ

イベ…

「ラス

ンがちりばめられている 26 0 クエンティン・タランチ

ィ…ノの「キノレ・ピノレJrレザボア・ドックス」には深作

欣二の「仁義なき戦しリ

りにされている 27 0 また、ラリー・ウォシャウスキーの

1GHOST I諒THESHELL攻

されていることは、知

λ28  
""' 0 

し会瓦 デアの模敬j の範

てしまうと、

ストーリーの



つ も

のひとつである るとし1う

（著作権法 21 ことになる。 と

し、その「創 ただしこの

作的な表現j 増減、 〈より具体 と『舟容』と つ 庄町jす

的に 変形、脚色、 て）、そ ること F内面的形

式』 るとして、 のま芸｛以

物の表現形式の斜

このような行為を、既存の著作物の著作者に無断で行え 作性を『内面的形式Jだけ して過小評価する

のひとつである になり

［’離案権j 27条）を慢害する加とになる。 しミ 4J どこ の特性が

ように

の問題が浮上してくることになる。

トーリーは自分が儲作したストーリーの

もとに訴訟が提起されるケース；士

、。そのような主張が国際的コンチキストで

として、ディズニーによる日本アニ

を騒がせたことは記憶に新しい。

ズニ一作品の fライオンキング』は手

。々な

メ

ングノレ大帝J

ら記

とし1う

ヘ問乙ような観点から、ヂィズ

は、 NHK「アトラ

された「ふし

なし功瓦という疑いも品部関係者からなされている 30 0 

このように模散と再創を繰り返しながら発展してきた

エンタテインメント・ストーリーであるが、一棒、ど

でどこからが f表現」なのだろうか、

自由に利用しでよく、

までは

つまり、どこま

」から

うか。

と るの

3.「表現・アイデアニ分法jの意義

3-1. f表現隈アイデア二分法Jf：：盗る2つの考え方

した問題について考えてみるためには、

は、関本の著作権法上の「機製Jf翻案jという概企と

という原則の相

とは、既存の著作物に依拠し、その f創

写真、護写、録音、録画その他の

その既存の著作物

1う。このよ

そ 著作権法は、

表現したものj を保護するものである（著作権法 2染 1

1号）。つまり著作権法は、あくまでも
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り「アイデアJそのものを

を「表現・

既存アイ
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と

して創作さ Bが、著作物A

と「アイ

l士、
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しない〉とされるのである。

る「複製Jr翻案j観念と「表

めると、 G現・アイ
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り

しない、となる。｛以下この考え方を「直接感持説j と称

）つまり「被製j と f翻案Jの関係については、既存

の著作物に加えられる改変の度合い、または既存の著作

物との類訟の度合いからみて、 fi車続したj関係にあると

される 31 0 
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認められるのかは、当該著作物の種類、特性、内容、形

式によって個々に異なり、その著作物の個性に応じた判

断が必要となるものであるから、『外面的形式』の利用が

複製権の、『内面的形式』の利用が翻案権の各侵害の要件

になるというものではない35 jとった痛烈な批判がある

ことに言及すべきであろう。しかし同説が一定の判断基

準を提示しているものであることは間違いないので、む

げに無視又は否定されるべきものではないと思われる。

以上のような「表現・アイデア二分法」に係る「直接

感得説」「三分説」という 2つの考え方をあえてひとつの

図に落とし込むと、だいたい以下の図 2のようになる。

図2 「表現・アイデア二分法Jrこ係る各判断要素の相関図

同ー コ 複製権侵害

翻案権侵害に該当するか否かが問われる
ぎりぎりの境界線

』 ~ 

＝可... -, ' . ... 

実質的類似 ＝今 複製権侵害

元の著作物の表現上の本質的特徴を感得しうる

＝今 翻案権侵害

元の著作物の表現上の本質的特徴を感得できない

＝今 著作権侵害なし

抽象的なテーマ設定等
当 内容（＝アイデア）

基本となる筋・仕組み・主たる構成
＝宇 内面的表現形式

｜創作的な表現＝originality （著作者の個性）がある表現 ｜

具体的な文章表現、具体的旋律、
個々の細部の表現＝中 外面的表現形式

翻案権侵害の場合は、通常、著作者の著作者人格権の一つである同一性保持権を同時に侵害す
る場合がほとんどである

なお重要なこととして、著作権の保護の対象となる「創

作的な表現jの「創作的」の意味は、「著作者の個性が著

作物の中になんらかの形で現れておればよしリとの主旨

である。別の言い方をすれば、「originality( ＝創作性＝

著作者の個性）」があればよく、「novelty( ＝新規性・斬

新性）」までは必要とされない、ということになる。（著

作権法においては「originality」が「独創性」という意

味ではなく、「創作性＝著作者の個性」という意味で用い

られることに注意されたい。） アメリカの著作権法学者

の権威であるメルヴィル・ニンマーは、この 「originalityJ 

にこそ著作物の本質があると述べている 36。よって専門

I 32 I刷 520侃［ Ge…伊ku: the Jou「白ign I 

家でない素人や幼児の創作したものでもよいし、高度に

芸術的なものでなくてもよい。ただしありふれたものや、

初歩的 ・典型的なものは、この創作性の要件を満たすこ

とができないため著作物性が否定される（【5］の「あり

ふれた場面（scenesa faire）」の法理を参照）。

なお著作者は、上述の複製権や翻案権の侵害を受けた

ときは、侵害者に対して差止請求や損害賠償請求をなし

得る。さらに侵害者には刑事罰も科される。ただし、元

の著作物に依拠することなく別個独立してたまたま類似

の著作物が創作された場合には（偶然の暗号）、これを利

用したとしても著作権侵害とはならない。また「依拠が



あったことJに採る証明については、

照する時間的余裕が十分にあったかどうか、②侵害者と

に務接な関係があったかどうか、

あるかどうか、

かどうかとい

った点をメルクマ…ルとして f故拠があったことj

判において推認される領向があり、子

によ

しなければなしなかったj こと

らなくなる。

3-2.著作権制度の目的と f濃現・アイヂア二分法J

と「文イとの発展

への寄与jという 2つの対等な目的を均挺させるために、

著作物による独占的利益の保障を貫徹し

たいと欲する

の奇 られたいと欲する

ために、第一記、著作権

の保護期間に上設を設けて保護期間が満了

せるために

の背後にある『アイ

れる公有の部分であるj としたも

あるからこそ、

してくる。）

という著作

と f文北

的を均備さ

し、その

自由利用が許さ

の原町が

さ

さと員々 創作し、

護者り合って、

してき

では次に、この

ースにどのよう

し、。

が具捧的ケ－アイ

されてきたのかにつし

4.表現・アイデア二分法のケーススタディ〈器本の場合）

イ

る

ア

あふ
H
Nマ一フい卜’νぃ

は、 る レ

公存（publicdomain、パブリック・ドメイン）として、

誰でも無許諾かつ無償で、利患で、きることとし

る著作権であって 内容が

も一定の場合に制捜さ そのよう

ることとしている

f宇権の公共的限界｝。

よってこれら著作権の時間的・公共的設界の条件を講

は、元の著作物の著作権者に無断で複製行

を才子ったとしても

例えば、著作権の「保護期間J（日

50年が経過するまでの期間）が溝了した小

りとも自由に利用することができ

らない。

していなくても、

したりすることは可

るし、

街研究等のため

る。（この f号i用j については、「現存の著作物の

rパロディJを創作する持為は、著作権が制限される

合のひとつである円！用』行為に該当するかjが問題

なってきた 37 0) 

また言うまでもなく、そもそも自

はないから、著作権の保護の対象にはならない。よって

例えば、話題に会った事件の事実関係をもとに脚本を作

して映画化することは、何人たりとも自由

1た能人の小説等を科

したものである旨が

会りとし、うよう

てきた。そしてこ

-1] 

ら、時態となっ

として、［3

となる

という

が違っていても

侵害になるという鞄断基準（

ケースで適用されてきた。

が適用されたケースとして、例えば、

同じで、あれば、翻案権の

）が、ケースパイ

江差追分のノレーツを探紫した①テレビドキュメンタリ

番組及。窃同番組中に涜れるナレーションのそれぞれが、

とした小説の翻案権を浸害するか

rえとの波涛に唄う j

8年 9）ヨ30日判決〕がある。

裁は、①の論点につき、

＼て東京地

合

ウラ／レに求めている点で、本件小説とそのメインテーマ

と離れて抽出

さ

保護範囲外にあるものと考え

系旦か

守
、
d
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、
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とはで、きない り しなしサ

と レ…シ

ヨンの一首i与は、本件小説のプ口口 を無断で翻

ただしこの

. 11年 3

しているとして、

月 30括判決においては 1

られたものの、

28日判決においては、

13年 6月

レーションに接する

ことはできない命どと判示されて、

5年 8）ヲ30日

判決〕において東京地裁は、 fテレビドラマの制イ乍あるい

はテレゼドラマの騨本を執筆するに当たり、

に関する著作物を素材として利用することは許されない

加とではないが、その著＃物の著作権者の許諾なくして

ことが許されるのは、その能人の著作物におけ

る表現形式上の本質的な特徴をそれ自体と

しえないような態様において利用する場合に隈られるも

のj とし、結論として翻案権侵害を肯定した。そしてそ

ても、

人が本件テレピドラ？を視聴すれば、本件テレビドラマ

は、原告著作物をテレビドラマ記したもので、テレピド

ラマ化にあたり、夫の帰国以降のスト…ヲーを変えたも

のと容易に認識できる程度に、本件テレゼドラマにおい

ては、原告著作物における誌記の特徴的・鶴性的会内容

されているものと認、められ

るから、本件テレぞドラマは原告著作物の翻案であると

認めるのが桔当であるJとして、

i土、

事件判決北おいて

コミを賑わした「七人め

された。本事件辻、 NHK

が 2003年に放送した大河ドラマ 話USASHIJ

の第 1間放送分が、 f七人の侍j の

NHKと

18日、

しているとして、票津氏の遺族2人が

・鎌田敏夫氏に対して 1億 5400万円の損

間ドラマの護製・上映等の差ょとなどを求めて訴

したというもので、 17年 10月

し、これにより親族側

1、2 、ではrw式

の脚本から

かち

では、 G

i土、し1く

加とができるかどうかj という

され、結論として、 1審判決

の脚本と「七人の侍j の欝本について

、”
、ーー・

（例：

ところや、

り押さえたところ胸に手が触れて女である

加とに気づくところなど）が認め が、それら共通

する部分はアイデアの段階にとどまるものであり、

方の関に誌ストーリ

る、という主に 2つの観点、かち、「七人の侍j の瀞

f武蔵j の脚本から感得す

ることはできないとして、 f武蔵Jの騨本による「七人の

持j の脚本についての翻案権等の復害は認められないと

じた0 2審判決でもこの判断が支持された。

（なお NHKについては、最近、 NH五ドラマ「ハノレ

とナツJが自作ドキュメンタリーと酷臥しているとして、

ブラジノレ・サンバウ口在住の記録映像作家・関本淳氏か

らクレームがつけちれる事件も発生している 38 0) 

る。

されたケ…スとしては、 f春の

8年 7月 29日判決〕があ

ためには、問題となっ

ている作品が、右著作物と外面的表現形式すなわち文章、

用字、用器等を異にするものの、その

形式すなわち惇品の筋の運び、ストーリーの展開、

人物の出し入れ、その人物の鵠’控の持たせ

ど、文章を構成するよでの内的な要素（基本となる

窮・仕組み・主たる構成）者同じくするものであ号、か

っ、おf宇品が、右著作物に故拠して制作されたものであ

と本件ドラ

？とでは、前三誌のとおり、分量、対象とする年仕、叙述

点においても大き

べると、

ても間ーと

性を欠くものと

否定

取り上げるエぜソード

として比

構成のいずれの点におい

ら、両作品は、内面形式の毘ー

うべきであるj として、

が適用された実捺

のケースをみてきたが、判例の額向は「直接感持説Jを

とする方向でほぼ間まりつつあるといえるの



5表現・アイデア二分法のケーススタディ（外臨の場合〉

日本の著作権関連事部において「表現・アイ

が知荷に適用されてきたかにつし

あったが、そもそもこの f表現・アイ

されている基本原知である。

1ては、

・手／I頃・

的概念自体には及iまない。jという

ている。また大陸法系（シピノレ・ロー系）の間であるド

イツでは、著作物の権成要素を「外面的表現形式J

される注どと

は、「

という

し1

(composition) J fアイデアj

されるとされて

( expression / idea 

とつとされており 39、開じく

1ても、この

とつとして｛立

102条（b）は、「い

かなる場合で、あっても、著｛学者が作成したオリジナノレな

ても、「

dichotomy）」

判例法主義の閣である

著｛学物についての保護は、アイデア、手／I関、プロセス、

システム、操作方法、概怠、原理又は発見に対して及ぶ

ものではなく、このこと辻、それらが著作物において描

写、説明、図解、あるいは組み込まれている形式知何に

関わるものではないj と規諾している 410 

本原則がi護用された米盟主判例としては、 Aをcholsv. 

Universal Pictures Corp・， 45 F.2d 119 (2nd Cir 1931）が

ある。問事案は、戯命 rAbie’sIrish Rose （エイピーの

アイルランドの醤織）」の著作者である Nicholsが、

Universal Picturesを相手取り、 UniversalPictures に

よる映画 rTheCohens and the Kellys （コーエン家とケ

リ一家）Jは自己の枠品の盗作であるとして、

したものである。第2

もそうであるが、 し

されては、個々

た多くのバター

していくと、より

出され、 のは、ど

よると、タイ

中

のような離なのかといったことと、

トノレだけかもしれない。 しかし、世

で、も されないという る。そうでなけ

劇作家は、 しても、自

及ぶはずのない『アイヂア』について、能人による使用

ることになってしまうからである。jと述べな

がら J抽象化テスト（abstractiontest訂と呼ばれる

出し、結論として f木件の両作品のストーリー

り異なるものであり、共通しているのは、

の父親とアイルランド入の父親の反目、

の結婚、孫の誕生、和解ということぐらし

は創作的なものであるが、そこ

いるテーマは、

として、 UniversalPicturesによる 、も

のと判断した42 0 

となった米国判例としては、アメリカ

のダン・ブラウンの人気ミステジー小説「ダ・ヴインチ・

コード（DaVinci Code) Jに係る DanBrown and 

Random HausθInc. v. Lewis Pθrdue, 04 Civ. 7417があ

る43 0 同小説は、

よ

ンチが英知の摂りを尽くして

され

てきた驚惇の事実が明らかにされる、というストーヲー

るが、これを読んだノレイス・パーヂューという作家

して、

り、レオナノレド・ダ・

「ダ・ヴインチ・コードjの内容は、自分の小説であ

る？ダ・ヴインチの遺産（DaVinci Legacy) Jと f卒中の

娘（Daughterof God) J 

ウスは、

しているという

そこで、「ダ・ヴインチ・コ

ウンとその出版社ランダム・ハ

・ヴインチ・コードJはパーヂューの 2つ

しないJとの確認

した。

2005年 S月4日、

ード」

と判決

しないューの；3

同判決の中で、

の原則を確認しながら、後述の fパターン・

テストJや fあちふれた場閉（scenesa faire) Jの法理

に言及し、問者の小説の全体的コンセプトと雰囲気、ブ

ロット、登場人物、

詳締な比較を行って、いずれの点についても

し、「何らかのわずかな類仮性があるとしても、

とならないアイデアのレ

リと断じた。（なおこの「ダ・ヴベルにおいてで

インチ・コードj については、 2006年 2月に、

w
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J
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おいても、小説 fレンヌロルロシャト…の謎 ーイニこス

の血脈と盟杯訟説（TheHoly Blood, Holy Gail) J 

しているとの主張のもとに、

であるマイケノいペイジェントとリチヤード・リ…から、

ンダム・ハウスに対して訴訟が提起され、

審理が継続中である。）

また、かつてアメリカの著作権誌の権威であるニンマ

「ウエストサイド物言語Jと、ンヱ…クスピ

「ロミオとジュジニにツト」とを比較しながら、

13 

13 

ーンが両作品

ると結論付けることができる。Jと述べたが仏、こ

み（「パタ…ン・テスれと称される〉も、いわば

とアイデ、アの境界線」を見極めるためのものであった。

（なお実際に、 fウエストサイド物語jは、援付師のジェ

E…ム＊ロビンスが作曲家のレナード・パーンスタイン

に「ロミオとジュリ

である 45 0) 

米国の判例は、

idea dichotomy) Jと

a faire) Jの法理、つまり、

ュ…ヨークの物

られたものだそう

(expression/ 

(scenes 

ど、当拐は originalな表現として著作権保護があっ

たものでも、今やその特定のテーマの下で辻それら

いることが一般化していたり、あるいは実際上も不可欠

である場合には、著作権の保護は与えられ会いという

も発展させてきた46 0 この法理は、街えば、Hoθ.Jiling

ヌ Univiθ•rsal 0・かStudios, 618 F.2d 972 (2d Cir), cert. 

denied, 449 U.S. 841 (1980）において適用された。

ピトラ一時代に造られた阻大飛行船ハイデンブ

と位置づけた Hoehlingの書

籍「維がハイヂンブルグを破壊したか？Jが、その 10

年後に出張されUniversalCity Studiosによっ

されることになったMooneyの書籍「ハイ

によっ

閉じブ

ているが、

faire) jJである。

マについては、このよう

I 36トI.5, 2側｜恥…

2巡

とかドイツ国家など、

(scenes a 

くことは実質的ι不可能であるから、

りふれた場謹』は著作権保護の対象とはなちない。j

などと述べながら、著作権使容の主張を退けた47 0 また、

映彊 fFort Apache: The BronxJ （邦題は fアパッ

ブロングスβ という映闘が、著者の警官としての実体験

を描いた fFortApacheJ とし、うノンアィクション・エ

ッセイの著作権を侵害したかが開題となった降~lker v. 

Time Life Films, Inc., 784 F.2d 44 (2d Cir. 1986）に如、

ても、第2巡回撞訴裁判所詰 f酔っ払い、

のダニ、 ンクス

り扱ったどんなノンブイクション作品

ようなものである。これら

(scenes a faire) Jj、つまり

る不可欠のシーンとして、

とはならないものである。」たどと述べながら、著

48 
0 

以上、特にエンタチインメント・ストーヲーの類似性

となった米国判割において「表現・アイヂア二分

(expression/ idea dichotomy) J及び「ありふれた場

面（scenesa faire) Jの法理がどのように適用されてき

たかについて幾っか倒会挙げたが、これら法理以外にも、

米国判例は、「著作者の権利保護jと

を均衡させるためι、「融合理論（mergerdoctrine) 

4 9 j な「フェア・ユース（faireuse) 。j
とし、つ させてきており、そのどれもが、日

く影響を及ぼして

き

6.表現欄アイデアニ分法の考え方～著作物命本質論から

の摂嘉～

これまで －アイ の枠組みとケース

スタディを概観してきたが、では一棒、どこまでは fア

イデア」でどこかちが「表現」なのか、つま号、どこま

では作者に無断で自由に利用しでよく、どこからは作者

と るのか、という問題

について、どのように考えたらよいのだ、ろうか。

と「文化の発壊への寄与Jと

いう著作権制度の 2つの間的を均欝

地からは、この問題について、次の 2つの視点が考慮さ

れることと記る。 1つは、ブリーライド〈ただ乗り）は

されないという著作権保護ないし創作意欲のインセン



ティブ確保という る。この視点からいえば、翻

るだけ広く解することに

なる。もう 1つは、著作権の公共投（利用者に多援な作

品を提供すること）及び創作活動の告出性という

ある。この視点からは、

きる く解することになる。一般的には、この 2つ

の視点のどちらに重きを置くかに応じて、表現とアイ

アの境界線の法的判断も左容に微妙に撮れることとなろ

久 51 ノ。

いずれの視点者採用するiこせよ、既脊のストー

者模殺している

トーリーの詳細かっ具体的な文

っくりそのまま模倣している

の端とすれば、その関のどこかに、単なる「アイデアの

模散Jから逸臨して「表現の模倣Jに踏み込行「境界繰ム

リ

つまり

と

るかどうかの境界隷Jがあるこ

、ない。

これまでみてでiまその

きたように、

rt由象イヒテストj fパタ…ンテストj といった方法

されてき

f抽象イヒJrパターン」といったマジッ

クワードがでてきて、一般人には非常に分かりにくい。

またいずれの方法を採用しようとも、 fここまではアイ

アであり、ここからは表現であるj という

ものではないG

なるかどうかの境界線Jの判

断については、

1うように、「著作物の本費論Jに立ち返って、

個々の著作物ごとに、①「originality

jが認められ、したがって著作権によって保護

ける部分とは向か、また③ roriginality 

ココ著作者の個性）Jが理没し、したがって万人の自由利用

が認められるべき公有の部分とは何か、を検討しなけれ

らない、ということに尽きるといえよう 52 0 

されたい。著作物のどこに

「originality

は、個々

か

り、

ケースパイケースで判僻するしかない。あえて一般的傾

向を述べるとするならば、元のストーリ

ーマには、 roriginality （ニ創作性口著作者の個性）Jが

顕現することは難しく、よってそれを模散したとしても

元のスト…ヲ

の締部の表現に詰 roriginality 

性）Jが顕現しやすく、ょっ

倍々

1といえる。また元のス

ト…リーの基本となる筋・仕組み・主た

りーの接関、背景・環境の設定、人物の出し入れ、その

人物の個性の持たせ方など） ~こ辻、 roriginality 

jが顕現する場合もあれば、そうでな

い場合もあり（例えば「あちふれた場面（scenesa faire) J 

の場合）、ケースパイケースである。そして、昌本の判併

においては、翻棄権授容かどうかのぎりぎちの判断を行

う際に、

きるかどうかj、つま号、「元の著作物の originality( = 

が顕現しているかどうかj を見

るのである。

また上述のミュトス〈「仰を諮るかJ）とエロキューシ

ョン er如仰に語るかJ）の関捺からいえば、元のストー

ヲーのミュトス

ゆ
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7
h
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ス

の一苅

え、それを模敬しで

ものと

ーションについては、

ればなるほ

の儲性）J 

r originality ( ＝創作性ニヱ著作者

しやすく、その現縛から逃れるためには

さなければな

では元のストーリーの roriginality 

の極性）Jが生きていることになり、

してくる。しかしここでも、も誌や一殻記したエロ

キューショ

＝著待者のf題性）J しても

ら3ないのである。

トーヲーをもと

それをひとつの作品にまで昇華させるま

わる全ての者に、塁走脊のストーリーの「originality

jを見極め、それを尊重しながら

常に求められるのである。

し、

7.襲わりに

エンタテインメント・どジネスと著作権韻

くの法的問題の

勺
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q
可
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られる

分法Jにあ

さず、日本を代表するコンテ

ら、その判断定ミ右に握れれば

萎縮効巣j を生じ、

つながるという、口ンチ

プロデユース

ってくるかという

コンテンツ・ ン及び

とな

りにするのに格好の材料と

なると考えたからである。

しかしこの原射に係 コンテンツピジネ

ら 氷山の一角

コンテンツの創作、ファイナンス、

ては、本稿で著話した問題以外にも、

、。

くの護雑な法

的問題が絡んでくる。今後益々ボーダレスfとするコンテ

ンツピジネスの現状を考えれば、国のこ2ンチンツrジネ

ス振興政策のひとつの柱で、ある fブ。口デュ

のための教育ブ。ログラムにおいては、

たコンチンツの創作、ファイナンス、

されなければならないだ、ろう。

本稿では紙面のページ数の制限があるので、エンタテ

インメント・ぞジネスと法の交錯する場面における他の

たいと思う。

し、

、ては、ま し

として辻、コンテンツ・ピジネ

として制定された「コンテンツ

erコンテン

2 「如f耳に魅力的なコンテンツ商品を創造するかjとい

う問題を「知荷に魅力的な物語／ストーリーを創作して

そのコンテンツ商品に落とし込むか」という観点から

析する「口ンテンツ・マーケティングj という考え方が

司をj谷がつつある。新井範子f也 fロンチンツγ ーケテ

イング ～物語型高品の市場法則を探る～J（平成 16

8月 30S、同文舘出版）

3 7ポケットモンスタ

に1次・2次波及鶏果を加葬すると 2兆3

さらにこれに権外での経済波及効果が加算される。経法

に向

～ソフ

6 ジョセア.s.ナイ

(2004年 9月、日

7 米国のフォーリン・ポリ

Gross National CoolJという論文が掲載され、それが後

に f世界を関歩する臼本のカッコよさJという

って雑誌f中央公論」（2003年 5丹

りまいた。内潜としては、思力を GDP等の経

涜指標だけで示すのではなくて、 GNC(Gross National 
Cool) とし 1 う、いわばその国の「クール~ （かっこよさ）」

、長本は、その文化、特に漫酉やア

ニメなどのポッ

く、 GNCが極めて高い国であると

る。

1 3 82 

14 ジャン口リュック・エニグ

の弁明J(2002年 1丹、現代思想、新社） 15 

1 5 山田将治 f日本文化の模倣と創造 ～オリジナヲ

ティとは｛可か～J（平成 14年 8月 30持、角JIl選番） 212 

頁。山田は、同著書の中で、近代の「オリジナリティ

（エコ抱に設いものを想像することに

絶対的な倍盤があるとする神話）に疑問を監し、「あたら

しい扶適な表現を作りうることがあるとすれば、それは

あら

ことに過ぎない。したがって、それは独創ではなく

再創である。jと述べながら、芸術文化の発麗に不可欠な

という考え方を唱えてお号、興味深い。

1 6 浜野保樹 f摸敬される日本一映師、アニメから料



理、ブアツションまでJ(2005年 3月、祥結社） 88案。

「日本のポッブカノレチャーの世界へ

日本映画がハジウッ

段に付く。吸困リ

ングj 〈中田秀夫監替）のリメイク権（つまり翻案権〉が
ドリームワークス社によって 100万ドノレで、購入され、そ

のリメイク版が全米公開とともに 1犠ドノレ以上の興行収

入をあげたのが記壌に新しいが、イ也にも挟繭「ShallWe 

? J （興防正行監督）のリメイク

よって購入さ

テレビ番組のストーリ

局に販売することもなされてきている。

のテレピ番組「Whowants to be a millionaire むのフ

ォーマットを輸入してブジテレrが製作放挟している

レビ番組「クイズ・ミリオネアJである。

1 8 討f器 洗 （12）・純丘 129～131

（創作学）の伝統に員ljっ

(development）、③解決

(3 act structure）で再踊成さ

される場合もある。

128～129 20 

2 2ブ口デューサーのディベロッブメントへの関わり

を撲観すると、先ずはじめに「プレマイズ（premise、

前提）Jの段階で、映爾イとされる候補の原作の特定、その

票作のテーすや、状況、登場人物のキャラクタ

草案が作成され、プロデューサーはこ

ンジェル投資家にもっていき、気に入られれば、

プロットライター（plot-writer）にその草案ι基づく fプ

ロット（plot、筋書）Jを執筆させる。ブロデューサーは、

たプロットに納拝すると脚本の初稿であるレ

ターサイズの用紙 120枚程の「スペック（spec、試作稿）J

を書かせる。このスペックをもとに加のプ口ットライタ

ーが何度も書き直し（rewrite）を加えて、脚本の第二稿
である「ブ。レッブ（prep、準備稿）Jが仕上がる。プロ

ューサーからプレッブを持ち込まれた映画会社は、外

トーリーアナライズ（story-analyze、物

し、その結果上ってくる口メント及び市

よければ、プロヂュ…サーに対して

脚本の最終原棋である fファイナノレ（final、

の作成を依頼する。ブロヂューサ…はライタ

とともにファイナノレを完成させて、それに「ブロト

ロール（pr悦 oc品、企師書）J安付けて、

する。映画会社の車締役会は、その全蕗書をもとiこ、投

套とリターンの観点から吟味し、映画製作に祭る

うこととなる。

出樹男他「エンタテインメント ～アメリカ映

画・音楽・演麟ゼジネスと契約マニュアノレ～J(2003年

6月、すばる舎） 169頁。ちなみに、日本における f映

顕化契約Ji土、多くの場合において、「期間接定の独

る。先ほどの例でいうと、

Bの創作から

しないと約束するものの、

過した後は、的社に自由

っている場合が多い。だから詰本では、 1

している。（例えば

ち子j には、松竹版〔1933年〕、自活版〔1963 1 ~、
〔1974年〕などがある）。一方で、アメリカにおい

ては、リメイクや続輔、テレピシリ

Lそうしなければ、映画がヒット

地社が続編を作る権利をさらっていってしまうから

る。
24 (16）・浜野22真。
2 5 (16）・ 29 
26 (16）・ 32 
2 7 (16）・誤野 12貫。
28 (16）・浜野 50～51
2 9 と 文化と創造のゆく
えj 5丹、 101～110 
30 (16）・浜野 55夏。

日織女主主i;f::t r著作物の複製と翻案についてj （現代裁

379～380 
32 (31）・議本 386頁。

3 3 (2005 

78 
34 (31）・檎本 389頁。
3 5 (31）・橋本 388
36 菊池武組 17 9丹、

36 

3 7 著持権裁判における fパ立

は、前掲注（29）・福井 140～177真に分かり

がなされている。日本においては、パ立ディストの？ツ

ド・アマノ氏と山昔写真家の告J11磯員託との聞で思議け

て争われた「パロディ事拝jにおける

55伴 3月 28日半司法が有名である。間朝決に

著作権制限規定のひとつである

①引用して和遣する作品と引用さ

れて利用される作品とが明際に思別さ

らないなどとしながら、

岳山氏の作品を取り込んだ行

していないと判断し、結論と

して
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40 表現・アイデアの二分法は、近時の米国判例におい

ては、 Whel閥 v.Jaslow事件会契機に、大幅に緩和され

てきている。ミミ山諮三「著f乍権法詳説－判部で、競D>16
(2005年 5丹、レタシスネクシス・ジャパン） 8頁

(2004年 8丹、

(41）・岳鳥 97

43 月刊ニヱピライト（2006年 1月号） 44 

44 問邦畿 fマルチメディア時代の著作権の法廷J（平

成 12年 3月、ぎょうせし寸 132～133頁c

45 前掲詮（29）・

46 前掲注（41）・白鳥 100

47 前掲註（41）・白鳥 103

8 Paul C. Weiler(2003), Entertainment, 11ゐdiaand 
the Law, West Group, P.324. 
49 「融合理論（mergerdoctrine) Jとは、アイヂアと

るときは、たとえ表現で、あって

もアイデアに融合（merge）したと考えて保護すべきで

ないとする法理。［ありふれた場臨（scenesa faire) Jの

とほぼ主語は同じであるが、この f融合理論jの方

・機能的著作物に適用されやすい誌理であ号、

(scenes a faire）」

作物（特にノンアィクション作品〉に馴染みゃすし

であるといえる。

とし、つ

ると判断される場合には、

るもので、 107 

して、合正な寵用であ

とはならないと

されている。
5 1 

52 

(40）・三山I184～185 

(33）・半間 78頁。




